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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　先端部に銃口を備えると共に基端部に弾薬が装填される薬室を備えたバレルと、
　一端部に前記バレルの基端部が結合されると共に他端部にボルトアクションを行うボル
ト組立体が収容され、そして、下面部にマガジン装着孔が開口されるレシーバーと、
　前記レシーバーの下面部の前記マガジン装着孔より射手側に取り付けられ、トリガー機
構部を収容したトリガーハウジングと、
　トリガーを保護するトリガー保護部と、マガジンが挿通されるマガジン挿通孔を有する
プレート部と、を備えたトリガーガードと、
　前記マガジンが挿通されるマガジン挿通部と、該マガジン挿通部に連通して形成され前
記トリガーハウジングが収容される収容部と、を有する空洞部を備え、前記バレル及び前
記トリガーハウジングが取り付けられた前記レシーバーと前記トリガーガードとが上下か
らそれぞれ装着されて取り付けられる台木と、
を具備したボルトアクション銃であって、
　前記トリガーハウジングの前記レシーバーへの取り付けが、前記レシーバーに形成され
た取付凹部に前記トリガーハウジングの上端部が嵌合した状態で行われ、
　前記トリガーハウジングが、前記台木の前記収容部に当接されており、
　前記トリガーハウジングの両側面には、前記バレルの軸方向と直交して射手側に面する
当接面を有する突起部がそれぞれ形成され、
　前記台木の内面には、前記当接面と当接する受け面が形成され、
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　前記受け面が、前記台木の射手側の肉厚部に形成されていることを特徴とするボルトア
クション銃。
【請求項２】
　前記レシーバーの両側部には、前記台木の前記マガジン挿通部を形成する壁部の上端縁
部と当接する上部庇部が形成され、
　前記トリガーガードの前記プレート部の両側部には、前記台木の壁部の下端縁部と当接
する下部庇部が形成され、
　前記トリガーガードの前記プレート部が、前記マガジン挿通孔を挟んだ前記バレルの軸
方向前後位置で前記レシーバーに対して螺着固定されることにより、
　前記台木の壁部が、前記上部庇部及び前記下部庇部で上下より挟み込まれて保持される
ように構成されていることを特徴とする請求項１記載のボルトアクション銃。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はボルトアクション銃に関し、射撃時のバレル、レシーバーよりなる金属部品に
発生する反動力や衝撃を確実に受け止め、また、レシーバーを支持する台木の強度を確保
し、しかも、台木が太径になって不体裁になるのをなくすものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ボルトアクション銃として、銃口を一端側に有したバレルの基端部が結合される
レシーバー、該レシーバーの下方に弾の発射を行うトリガーメカニズム、該トリガーメカ
ニズムのトリガーを保護するトリガーガードのような金属部品をそれぞれ台木により支持
し、前記台木には下方からマガジンを装着するためのマガジン挿通部をなす空洞部が設け
られ、ボルトハンドル操作により、前記レシーバー内にボルト組立体を直線移動させて前
記レシーバーの薬室内に弾を装填し、そして、銃の発射後は空薬莢を前記薬室から排出さ
せるものがある（例えば、特許文献参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許第６８２０５号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上記特許文献に記載のボルトアクション銃では、一端に銃口を有するバレル
の基端部が結合されているレシーバーは、台木の上面に取り付けられ、そして、このレシ
ーバーの下部には、トリガーメカニズムが設けられている。銃の発射時のバレル、レシー
バーよりなる金属部品に加わる反動力や衝撃力は、レシーバーと当接して支持している台
木によって受け止められる。そして、この反動力や衝撃は、射手の肩、腕で受け止められ
るが、台木にはマガジン装着用の空洞部が設けられているので、この空洞部を設けた部分
の台木の強度が低下し、特にレシーバーと当接して支持する前記空洞部を設けた部分の台
木の上縁部が破損するおそれがあった。
【０００５】
　そこで、上記ボルトアクション銃では、台木の強度を高めるために、空洞部の外域に位
置する台木の肉厚を厚肉にすることが考えられるが、無闇に台木の肉厚を厚肉にすると、
台木が太径になって重量が増大し、外観的に不体裁になっていた。
【０００６】
　本発明は上記従来の欠点を解決し、射撃時のバレル、レシーバーよりなる金属部品に発
生する反動力や衝撃を台木自体の強度を確保して確実に台木により受け止め、また、台木
が太径になって外観的に不体裁にならずにスマートにできるボルトアクション銃を提供す
ることを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は上記課題に鑑みてなされ、請求項１に記載の発明は、
　先端部に銃口を備えると共に基端部に弾薬が装填される薬室を備えたバレルと、
　一端部に前記バレルの基端部が結合されると共に他端部にボルトアクションを行うボル
ト組立体が収容され、そして、下面部にマガジン装着孔が開口されるレシーバーと、
　前記レシーバーの下面部の前記マガジン装着孔より射手側に取り付けられ、トリガー機
構部を収容したトリガーハウジングと、
　トリガーを保護するトリガー保護部と、マガジンが挿通されるマガジン挿通孔を有する
プレート部と、を備えたトリガーガードと、
　前記マガジンが挿通されるマガジン挿通部と、該マガジン挿通部に連通して形成され前
記トリガーハウジングが収容される収容部と、を有する空洞部を備え、前記バレル及び前
記トリガーハウジングが取り付けられた前記レシーバーと前記トリガーガードとが上下か
らそれぞれ装着されて取り付けられる台木と、
を具備したボルトアクション銃であって、
　前記トリガーハウジングの前記レシーバーへの取り付けが、前記レシーバーに形成され
た取付凹部に前記トリガーハウジングの上端部が嵌合した状態で行われ、
前記トリガーハウジングが、前記台木の前記収容部に当接されており、
　前記トリガーハウジングの両側面には、前記バレルの軸方向と直交して射手側に面する
当接面を有する突起部がそれぞれ形成され、
　前記台木の内面には、前記当接面と当接する受け面が形成され、
前記受け面が、前記台木の射手側の肉厚部に形成されていることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の請求項２に記載の発明は、請求項１において、前記レシーバーの両側部
には、前記台木の前記マガジン挿通部を形成する壁部の上端縁部と当接する上部庇部が形
成され、
　前記トリガーガードの前記プレート部の両側部には、前記台木の壁部の下端縁部と当接
する下部庇部が形成され、
　前記トリガーガードの前記プレート部が、前記マガジン挿通孔を挟んだ前記バレルの軸
方向前後位置で前記レシーバーに対して螺着固定されることにより、
　前記台木の壁部が、前記上部庇部及び前記下部庇部で上下より挟み込まれて保持される
ように構成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の請求項１に記載の発明によれば、先端部に銃口を備えると共に基端部に弾薬が
装填される薬室を備えたバレルと、一端部に前記バレルの基端部が結合されると共に他端
部にボルトアクションを行うボルト組立体が収容され、そして、下面部にマガジン装着孔
が開口されるレシーバーと、前記レシーバーの下面部の前記マガジン装着孔より射手側に
取り付けられ、トリガー機構部を収容したトリガーハウジングと、トリガーを保護するト
リガー保護部と、マガジンが挿通されるマガジン挿通孔を有するプレート部と、を備えた
トリガーガードと、前記マガジンが挿通されるマガジン挿通部と、該マガジン挿通部に連
通して形成され前記トリガーハウジングが収容される収容部と、を有する空洞部を備え、
前記バレル及び前記トリガーハウジングが取り付けられた前記レシーバーと前記トリガー
ガードとが上下からそれぞれ装着されて取り付けられる台木と、を具備したボルトアクシ
ョン銃であって、前記トリガーハウジングの前記レシーバーへの取り付けが、前記レシー
バーに形成された取付凹部に前記トリガーハウジングの上端部が嵌合した状態で行われ、
前記トリガーハウジングが、前記台木の前記収容部に当接されているので、射撃が行われ
ると、射撃時にバレル、レシーバーよりなる金属部品に発生する反動力や衝撃力は、レシ
ーバーの取付凹部に嵌合されてレシーバーと一体化されたトリガーハウジングに伝達され
、トリガーハウジングに伝達された前記反動力や衝撃力は、トリガーハウジングと当接さ
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れた台木の収容部で受圧されるようになり、そのために、レシーバーが当接支持される台
木の上縁部ではなく、トリガーハウジングが収容された台木の収容部、すなわち、強度的
に一番好ましい台木の中心部分で前記反動力や衝撃力が受圧されることにより、台木自体
の強度を確保して前記反動力や衝撃力を確実に台木により受け止めることができるように
なる。
【００１１】
　しかも、台木自体は、マガジンを装着するための空洞部の外域における肉厚を敢えて厚
肉にするというような何等の製作および加工を必要とせずに済むので、無闇に台木の肉厚
は厚肉になることはなく、台木が太径になって重量が増大して外観的に不体裁にはなるこ
とはなく、台木をスマートにできる。
【００１２】
  また、前記トリガーハウジングの両側面には、前記バレルの軸方向と直交して射手側に
面する当接面を有する突起部がそれぞれ形成され、前記台木の内面には、前記当接面と当
接する受け面が形成され、前記受け面が、前記台木の射手側の肉厚部に形成されているの
で、レシーバーからトリガーハウジングに伝達された射撃時の反動力や衝撃力は、トリガ
ーハウジングの両側面の突起部の当接面と当接する台木の収容部の内面の受け面に全面的
に密接して受圧されるようになり、しかも、前記受け面が台木の射手側の肉厚部に形成さ
れているので、台木を厚肉に製作することなく、台木自体の強度を確保して前記反動力や
衝撃力を確実に台木により受け止めることができる。
【００１３】
　また、本発明の請求項２に記載の発明によれば、請求項１において、前記レシーバーの
両側部には、前記台木の前記マガジン挿通部を形成する壁部の上端縁部と当接する上部庇
部が形成され、前記トリガーガードの前記プレート部の両側部には、前記台木の壁部の下
端縁部と当接する下部庇部が形成され、前記トリガーガードの前記プレート部が、前記マ
ガジン挿通孔を挟んだ前記バレルの軸方向前後位置で前記レシーバーに対して螺着固定さ
れることにより、前記台木の壁部が、前記上部庇部及び前記下部庇部で上下より挟み込ま
れて保持されるように構成されているので、前記上部庇部及び前記下部庇部により上下よ
り挟み込まれて保持された台木の壁部には、台木の内側に向かった押圧力が作用するよう
になり、射撃時の反動力や衝撃力が受圧される台木自体の強度をより高めることができる
ようになり、前記反動力や衝撃力に耐え得る堅牢な構造とすることにより、前記台木の壁
部の厚さをより薄く形成した外観的にスマートな台木とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は本発明のボルトアクション銃の実施形態を示し、レシーバーと、トリガー
ハウジングと、トリガーガードとの組付状態を示す側面図である。
【図２】図２は同じくレシーバーと、トリガーハウジングとの組付状態を下方より見た図
である。
【図３】図３は同じくレシーバーと、トリガーハウジングとの組付状態を下方より見た斜
視図である。
【図４】図４は同じくレシーバーと、トリガーハウジングとの組付状態をレシーバー後部
付近において示す側面図である。
【図５】図５は同じく完成された銃全体を示す反対側から見た側面図である。
【図６】図６は同じくレシーバーと、トリガーガードとの台木への組付状態を示す銃口側
から見たバレル非装着の部分断面図である。
【図７】図７は同じく本実施形態を構成するレシーバーを示す側面図である。
【図８】図８は同じく本実施形態を構成するレシーバーを下方から見た斜視図である。
【図９】図９は同じく本実施形態を構成するレシーバーを銃口側から見た図である。
【図１０】図１０は本実施形態を構成する台木を下方から見た図である。
【図１１】図１１は同じく本実施形態を構成する台木を上方から見た斜視図である。
【図１２】図１２は同じく本実施形態を構成する台木を銃尾側から見た斜視図である。
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【図１３】図１３は同じく本実施形態を構成するトリガーハウジングの側面図である。
【図１４】図１４は同じく本実施形態を構成するトリガーガードを上方より見た斜視図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面に従って本発明を実施するための最良の形態ににつき、詳細に説明する。
【００１６】
　本実施形態は、先端部に銃口を備えると共に基端部に弾薬が装填される薬室２ａを図１
に示すように備えたバレル２と、一端部に前記バレル２の基端部が結合されると共に他端
部にボルトアクションを行うボルト組立体（図には示さず）が収容され、そして、下面部
にマガジン装着孔３が開口されるレシーバー１と、前記レシーバー１の下面部の前記マガ
ジン装着孔３より射手側（図１において右側の銃尾側）に取り付けられ、トリガー機構部
を収容したトリガーハウジング４と、トリガー５を保護するトリガー保護部６と、マガジ
ン７が挿通されるマガジン挿通孔８を有するプレート部９と、を備えたトリガーガード１
０と、前記マガジン７が挿通されるマガジン挿通部１１と、該マガジン挿通部１１に連通
して形成され前記トリガーハウジング４が収容される収容部１２と、を有する空洞部１３
を備え、図１において左側（銃口側）に前記バレル２及び図１において左側（銃口側）に
前記トリガーハウジング４が取り付けられた前記レシーバー１と前記トリガーガード１０
とが上下からそれぞれ装着されて取り付けられる台木１４と、を具備したボルトアクショ
ン銃であって、前記トリガーハウジング４の前記レシーバー１への取り付けが、前記レシ
ーバー１に形成された取付凹部１５に前記トリガーハウジング４の上端部４ａが嵌合した
状態で行われ、前記トリガーハウジング４が、前記台木１４の前記収容部１２に当接され
ていることを特徴とする。
【００１７】
　１６は図１、図４、図１３に示すように、前記トリガーハウジング４の両側面に形成さ
れた突起部であり、この突起部１６,１６は、前記バレル２の軸方向Ｘと直交（Ｙ方向）
して射手側に面する当接面１６ａを有し、この当接面１６ａは前記台木１４の内面に形成
された図１０、図１１に示すような受け面１７,１７に当接するようになっている。そし
て、前記受け面１７,１７が、前記台木１４の射手側の肉厚部１８に形成されている。
【００１８】
　前記レシーバー１の両側部には、前記台木１４の前記マガジン挿通部１１を形成する壁
部１９,１９の上端縁部１９ａ,１９ａと当接する上部庇部２０,２０が形成され、前記ト
リガーガード１０の前記プレート部９の両側部には、前記台木１４の壁部１９,１９の下
端縁部１９ｂ,１９ｂと当接する下部庇部２１,２１が形成され、前記トリガーガード１０
の前記プレート部９が、前記マガジン挿通孔８を挟んだ前記バレル２の軸方向Ｘの前後位
置で前記レシーバー１に対して螺着固定されことにより、前記台木１４の壁部１９,１９
が、前記上部庇部２０,２０及び前記下部庇部２１,２１で上下より挟み込まれて保持され
るように構成されている（図１，図６、図９参照）。
【００１９】
　また、前記トリガーハウジング４は、前記トリガー５と、前記トリガー５の回動が制御
される図には示さないシャーのようなトリガー機構部がハウジング内に回動可能に設けら
れ、前記シャーの回動を拘束したり、許容する起倒可能に設けられたレバーＬと、により
構成される。
【００２０】
　前記トリガーガード１０は、前記下部庇部２１,２１が設けられたプレート部９の射手
側の基端部側（図１４の右側の銃尾側）に、前部と左右両側との三方を囲まれた支壁部９
ａを設け、この支壁部９ａ内にトリガーハウジング４の下端部４ｂを嵌合し、前記支壁部
９ａに囲まれた内底部に開設された孔９ｂを通じて前記トリガー５をトリガー保護部６内
の窓孔６ａ内に臨ませる。このようにして、トリガーガード１０と、トリガー５とは組立
てられる。
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【００２１】
　図６において本実施形態では、前記上部庇部２０,２０の傾斜角度θ１が、前記レシー
バー１に設けられる貫通孔１ａの中心Ｏを通る水平軸線Ｔの平行線Ｔ′に対して下向きに
５度～１５度に形成され、そして、前記下部庇部２１,２１の傾斜角度θ２が、前記貫通
孔１ａの中心Ｏを通る水平軸線Ｔの平行線Ｔ″に対して上向きに５度～１５度に形成され
ている。
【００２２】
　２２は前記トリガーガード１０と、前記レシーバー１とを、トリガーハウジング４を介
して台木１４を挟むように一体化するためのねじである。また、２３は前記ボルト組立体
をボルトアクションするための操作ハンドルである。
【００２３】
　本実施形態のボルトアクション銃は上記構成からなり、組付けを行うのには、先ず、レ
シーバー１に形成された取付凹部１５にトリガーハウジング４の上端部４ａを嵌合するこ
とにより、レシーバー１にトリガーハウジング４を一体的に取り付ける。次いで、台木１
４の収容部１２内にトリガーハウジング４を収容させるようにバレル２及びトリガーハウ
ジング４が取付けられたレシーバー１の嵌入部１ｂを台木１４の空洞部１３内に上部から
嵌合し、台木１４の空洞部１３内には、トリガーハウジング４に有するトリガー５を保護
するためのトリガー保護部６を有したトリガーガード１０の嵌入部１０ａを嵌合すること
により、台木１４の前記空洞部１３に対して前記台木１４をレシーバー１とトリガーガー
ド１０とで挟むように上下から嵌入部１ｂ,１０ａを嵌合する。
【００２４】
　それから、前記トリガーガード１０と、前記レシーバー１とは、数本のねじ２２を用い
てねじ止めすることにより一体化され、固着が行われる。
【００２５】
　このようにして、本実施形態のボルトアクション銃は組付けが行われるが、本実施形態
のボルトアクション銃では、弾薬が装填される薬室２ａを基端部に備え、かつ下面部のマ
ガジン装着孔３より射手側の取付凹部１５に上端部４ａが嵌合されることによりトリガー
ハウジング４が一体に取付けられたレシーバー１は、嵌入部１ｂを台木１４の空洞部１３
内に上部から嵌合し、この空洞部１３に連通されて射手側の肉厚部１８,１８の中央に設
けられた収容部１２内には、前記トリガーハウジング４が収容されているので、射撃が行
われると、バレル２、レシーバー１よりなる金属部品に発生する反動力や衝撃力は、レシ
ーバー１の取付凹部１５に嵌合されてレシーバー１と一体化されたトリガーハウジング４
に伝達され、トリガーハウジング４に伝達された前記反動力や衝撃力は、トリガーハウジ
ング４と当接された台木１４の収容部１２で受圧されるようになり、そのために、レシー
バー１が当接支持される台木１４の上縁部ではなく、トリガーハウジング４が収容された
台木１４の収容部、すなわち、強度的に一番好ましい台木１４の中心部分で前記反動力や
衝撃力が受圧されることにより、台木１４自体の強度を確保して前記反動力や衝撃力を確
実に台木１４により受け止めることができるようになる。
【００２６】
　この際、前記トリガーハウジング４の両側面には、図１、図４、図１３に示すように前
記バレル２の軸方向Ｘと直交（Ｙ方向）して射手側に面する当接面１６ａを有した突起部
１６,１６が形成され、台木１４の内面には、前記当接面１６ａに当接する受け面１７,１
７が、図１０、図１１に示すように前記台木１４の射手側の肉厚部１８に形成されている
ので、射撃時にバレル２、レシーバー１よりなる金属部品に発生する軸方向Ｘへの反動力
や衝撃力は、トリガーハウジング４の両側面に、形成された前記バレル２の軸方向Ｘと直
交（Ｙ方向）して射手側に面する当接面１６ａを有した突起部１６,１６が、台木１４の
内面に形成された受け面１７,１７に全面的に密接して受圧されるため、台木１４自体の
強度を確保して確実に台木１４により受け止められる。
【００２７】
　そして、前記レシーバー１の両側部には、図６、図９に示すように前記台木１４の前記
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マガジン挿通部１１を形成する壁部１９,１９の上端縁部１９ａ,１９ａと当接する上部庇
部２０,２０が形成され、前記トリガーガード１０の前記プレート部９の両側部には、図
１、図６に示すように前記台木１４の壁部１９,１９の下端縁部１９ｂ,１９ｂと当接する
下部庇部２１,２１が形成され、前記トリガーガード１０の前記プレート部９が、前記マ
ガジン挿通孔８を挟んだ前記バレル２の軸方向Ｘの前後位置で前記レシーバー１に対して
ねじ２２,２２を用いて螺着固定されことにより、前記台木１４の壁部１９,１９が、前記
上部庇部２０,２０及び前記下部庇部２１,２１で上下より挟み込まれて保持されるように
構成されているので、前記上部庇部２０,２０及び前記下部庇部２１,２１により上下より
挟み込まれて保持された台木１４の壁部１９,１９には、台木１４の内側に向かった押圧
力が作用するようになり、射撃時の反動力や衝撃力が受圧される台木１４自体の強度をよ
り高めることができるようになり、前記反動力や衝撃力に耐え得る堅牢な構造とすること
ができる。
【００２８】
　従って、台木１４自体は、マガジン７を装着するための空洞部１３の外域における肉厚
ｔを厚肉にするというような何等の製作および加工を必要とせずに済むので、無闇に台木
１４の肉厚ｔを厚肉になることはなく、台木１４が太径になって重量が増大し、外観的に
不体裁にはならずにスマートにでき、製作コストおよび資材費は安価になる。
【００２９】
　そして、本実施形態ではレシーバー１は、図６に示されるように、嵌入部１ｂの上方、
左右両側に突設した上部庇部２０,２０と、また、前記トリガーガード１０に突設した下
部庇部２１,２１とは、前記上部庇部２０,２０の傾斜角度θ１が、前記レシーバー１に設
けられる貫通孔１ａの中心Ｏを通る水平軸線Ｔの平行線Ｔ′に対して下向きに例えば５度
～１５度に形成され、また、前記下部庇部２１,２１の傾斜角度θ２が、前記貫通孔１ａ
の中心Ｏを通る水平軸線Ｔの平行線Ｔ″に対して上向きに５度～１５度に形成されている
ので、レシーバー１に突設された上部庇部２０,２０およびトリガーガード１０に突設さ
れた下部庇部２１,２１により台木１４の空洞部１３は覆われるため、ほこり、砂、雨が
、空洞部１３に侵入されるのが防止される。
【００３０】
　また、レシーバー１に突設された上部庇部２０,２０およびトリガーガード１０に突設
された下部庇部２１,２１は、前述のように下向きまたは上向きの傾斜角度θ１,θ２が、
貫通孔１ａの中心Ｏを通る水平軸線Ｔの平行線Ｔ′,Ｔ″に対して下向きまたは上向きに
５度～１５度、例えば好適には１０度に形成されているので、銃を握るのに角張って違和
感がなく、滑らずに手で台木１４を握ることができるため、操作を安定かつ確実に行える
。
【００３１】
　なお、前記上部庇部２０,２０の傾斜角度θ１は、レシーバー１に設けられる貫通孔１
ａの中心Ｏを通る水平軸線Ｔの平行線Ｔ′に対して下向きに５度～１５度に形成され、ま
た、下部庇部２１,２１の傾斜角度θ２は、貫通孔１ａの中心Ｏを通る水平軸線Ｔの平行
線Ｔ″に対して上向きに５度～１５度に形成されている場合を代表的に説明しているが、
これらの上部庇部２０,２０の傾斜角度θ１、および下部庇部２１,２１の傾斜角度θ２は
、例示であり、その増減変更は自由に行える。そして、上部庇部２０,２０の傾斜角度θ
１、および下部庇部２１,２１の傾斜角度θ２の最良の形態は、１０度であるが、これに
限られない。
【００３２】
　そして、トリガーガード１０と、レシーバー１とは、前記台木１４を上下から挟むよう
にして数本のねじ２２にてねじ止めされて固着されるので、トリガーガード１０と、レシ
ーバー１とは、台木１４に対して一体化される。そして、トリガーハウジング４は、その
上端部４ａが、レシーバー１の取付凹部１５内に嵌入され、かつ、トリガーハウジング４
の下端部４ｂが、トリガーガード１０に設けられて前部および左右の側部の三方が囲まれ
た支壁部９ａ内に嵌入された状態で、レシーバー１とトリガーガード１０とにより上下か
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ード１０よりなる関連する金属部品と台木１４との取付強度は構造堅牢になり、優れたも
のになる。
【産業上の利用可能性】
【００３３】
　本発明は、射撃時のバレル、レシーバーよりなる金属部品に発生する反動力や衝撃を台
木自体の強度を確保して確実に台木により受け止め、また、台木が太径になって外観的に
不体裁にならずにスマートにできる用途・機能に適する。
【符号の説明】
【００３４】
　１　　　レシーバー
　１ｂ　　嵌入部
　２　　　バレル
　２ａ　　薬室
　３　　　マガジン装着孔
　４　　　トリガーハウジング
　４ａ　　上端部
　５　　　トリガー
　６　　　トリガー保護部
　７　　　マガジン
　８　　　マガジン挿通孔
　９　　　プレート部
　１０　　トリガーガード
　１１　　マガジン挿通部
　１２　　収容部
　１３　　空洞部
　１４　　台木
　１５　　取付凹部
　１６　　突起部
　１６ａ　当接面
　１７　　受け面
　１８　　肉厚部
　１９　　壁部
　２０　　上部庇部
　２１　　下部庇部
　Ａ　　　ボルトアクション銃
　Ｘ　　　軸方向
　Ｙ　　　交差する方向
　Ｚ　　　高さ方向
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